




























世帯の状況 必要な書類 提出チェック

 

※１ 保護者以外の同居の親族の方については、上記書類の提出は原則不要です。 

※２ 所得課税証明書は「所得額」「控除額」「課税額」「市町村民税額」が記載されたもの

をご提出ください。証明書の名称は自治体により異なります。 

本市以外で市民税が課税されている方で、申込締切日までに市町村県民税所得課税証明

書の提出がない場合は、利用調整で不利になる場合がありますので、必ずご提出ください。 

※３ 海外で収入があった方で、証明書の提出がない場合も、利用調整で不利になる場合があ

りますので、必ずご提出ください。 

※４ 申込み時点で福岡市においてひとり親家庭等医療費助成や児童扶養手当を受給している

方は、添付書類は必要ありません。ひとり親であることが確認できる証明書類について不

明点がある場合は、区の子育て支援課に事前にご相談ください。 

※５ 申立書には「配偶者とは生計関係は別である」旨の内容を記載してください。 

※６ この他にも、必要に応じて証明書類等の提出をお願いする場合があります。 
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